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2026年５月 20日 

各 位 

会 社 名 楽天銀行株式会社 

代表者名 代表取締役社長 東林 知隆 

（コード：5838 東証プライム市場） 

 

フィンテック事業再編に関する定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当行は、本日開催の取締役会において、本日公表の「楽天銀行株式会社の株式交付による楽天カード株

式会社、楽天証券ホールディングス株式会社の子会社化等による楽天銀行を含む楽天グループのフィンテ

ック事業再編に関する最終合意について」に記載のフィンテック事業再編（以下「本再編」といいます。）

に関して、Ａ種種類株式に関する規定の新設等に係る定款の一部変更（以下「本定款変更」といいます。）

に関する議案を、2026 年６月 24日開催予定の当行の第 27期定時株主総会（以下「本定時株主総会」とい

います。）に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１ 定款の一部変更 

（１） 本定款変更の目的 

当行は、本日公表の「楽天銀行株式会社の株式交付による楽天カード株式会社、楽天証券ホールディン

グス株式会社の子会社化等による楽天銀行を含む楽天グループのフィンテック事業再編に関する最終合意

について」のとおり、本日開催の取締役会において、本再編のために、当行を株式交付親会社とし、楽天

カード株式会社及び楽天証券ホールディングス株式会社を株式交付子会社とする株式交付（以下「本株式

交付」といいます。）を行うことを決議いたしました。 

当行は、本株式交付により楽天グループ株式会社及び株式会社みずほ銀行に対して当行のＡ種種類株式

を新たに発行することを予定しております。これに伴い、当行のＡ種種類株式の発行を可能とするため

に、Ａ種種類株式に関する規定の新設等に係る定款変更を行うものであります。また、Ａ種種類株式に関

する規定の新設等に係る定款変更は、本株式交付の効力が生ずることを条件として、本株式交付の効力発

生日にその効力が生じるものとし、その旨の附則を設けるものであります。 

 

（２） 本定款変更の内容 

変更の内容は、別紙のとおりです（別紙の下線部は変更箇所を示します）。 

 

（３） 本定款変更の日程 

本定款変更を付議する本定時株主総会開催日 2026年６月 24日（予定） 

本定款変更の効力発生日   2026年 10月１日（予定） 

以 上 
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別 紙 

 

（下線は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

第１章 総 則 

第１条～第５条 （条文省略） 

 

第１章 総 則 

第１条～第５条 （現行どおり） 

 

第２章 株 式 

 

第２章 株 式 

 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、６億３０

００万株とする。 

 

 

 

（単元株式数） 

第７条 当会社の単元株式数は、１００株とする｡ 

 

（発行可能株式総数及び発行可能種株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、１５億株

とし、普通株式の発行可能種類株式総数

は１２億株、Ａ種種類株式の発行可能種

類株式総数は３億株とする。 

 

（単元株式数） 

第７条 当会社の普通株式の単元株式数は１００

株とし、Ａ種種類株式の単元株式数は１

株とする｡ 

 

第８条～第１０条 （条文省略） 

 

第８条～第１０条 （現行どおり） 

 

（新設） 

 

第２章の２ Ａ種種類株式 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

（議決権） 

第１０条の２ Ａ種種類株式を有する株主（以下

「Ａ種種類株主」という。）は、株主総会に

おいて議決権を有しない。 

 

（普通株式を対価とする取得請求権） 

第１０条の３ Ａ種種類株主は、Ａ種種類株式の

取得後いつでも、法令の定める範囲内にお

いて、当会社に対し、その普通株式を引き

換えに、その保有するＡ種種類株式の全部

又は一部を取得することを請求すること

ができる。かかる請求があった場合、当会

社は、取得するＡ種種類株式１株につき、

普通株式１株をＡ種種類株主に交付する。 

 

（譲渡制限） 

第１０条の４ Ａ種種類株式の譲渡による取得に

ついては、当会社の取締役会の承認を受け

なければならない。 

 

（株式の分割又は併合及び株式無償割当て等） 

第１０条の５ 当会社は、株式の分割又は併合を

行うときは、普通株式及びＡ種種類株式の

種類ごとに、それぞれ同時に同一の割合で

行う。 
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２ 当会社は、株主に募集株式の割当てを受け

る権利又は募集新株予約権の割当てを受け

る権利を与えるときは、普通株主には普通

株式又は普通株式を目的とする新株予約権

の割当てを受ける権利を、Ａ種種類株主に

はＡ種種類株式又はＡ種種類株式を目的と

する新株予約権の割当てを受ける権利を、

それぞれ同時に同一の割合かつ同一の条件

で与える。 

３ 当会社は、株式無償割当て又は新株予約権

の無償割当てを行うときは、普通株主には

普通株式の無償割当て又は普通株式を目的

とする新株予約権の無償割当てを、Ａ種種

類株主にはＡ種種類株式の無償割当て又は

Ａ種種類株式を目的とする新株予約権の無

償割当てを、それぞれ同時に同一の割合か

つ同一の条件で行う。 

 
第３章 株主総会 第３章 株主総会 

 

第１１条～第１７条 （条文省略） 

 

第１１条～第１７条 （現行どおり） 

 

（新設） 

 

（種類株主総会） 

第１７条の２ 第１２条の規定は、定時株主総会と

同日に開催される種類株主総会にこれを準

用する。 

２ 第１１条第２項、第１３条、第１４条、第

１６条及び第１７条の規定は、種類株主総

会にこれを準用する。 

３ 第１５条第１項の規定は、会社法３２４条

第１項の規定による種類株主総会の決議に

ついて、第１５条第２項の規定は、会社法

３２４条第２項の規定による種類株主総会

の決議について、それぞれ準用する。 

４ 当会社が、会社法第３２２条第１項各号に

掲げる行為をする場合においては、Ａ種種

類株主を構成員とする種類株主総会の決議

は要しない。ただし、会社法第３２２条第

１項第１号に規定する定款の変更（単元株

式数についてのものを除く。）を行う場合

は、この限りでない。 

５ 当会社は、法令に別段の定めがある場合を

除き、会社法第１９９条第４項、第２００

条第４項、第２３８条第４項及び、第２３

９条第４項、第７９５条第４項及び第８１

６条の３第３項に定める事項その他会社法

において種類株主総会の決議事項として規

定された一切の事項については、Ａ種種種

類株主を構成員とする種類株主総会の決議

を要しない。 
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第４章～ 第７章 （条文省略） 

 

第４章～ 第７章 （現行どおり） 

 

（新設） 附 則 

（新設） 第１条 第６条（発行可能株式総数）及び第７条

（単元株式数）の変更、並びに、第２章の

２「Ａ種種類株式」及び第１７条の２（種

類株主総会）の新設は、当行を株式交付親

会社、楽天カード株式会社及び楽天証券ホ

ールディングス株式会社を株式交付子会社

とする株式交付に係る、当行の作成に係る

２０２６年５月２０日付株式交付計画に基

づく株式交付の効力発生を条件として、当

該株式交付の効力発生日にその効力を生じ

る。なお、本附則は、当該株式交付の効力

発生日の経過後にこれを削除する。 

 


